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伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

生活様式の変化等により国内市場が縮小するなか、海外展開に取り組む事業者の裾

野拡大に向けた伝統産業事業者向けの海外展開促進セミナーの開催や、海外バイヤー

との人脈構築に向けた海外バイヤーの招請、それに合わせた商談会の開催等により本

県伝統工芸事業者の海外展開の推進を図る。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名 

伝統工芸産業の海外展開推進支援業務 

（２）業務内容 

別添「仕様書（案）」のとおり 

（３）期間 

契約締結日から令和７年３月３１日（月）までとする。 

（４）委託費用 

５，５００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）以内 

 

３ 参加資格 

参加者は、以下の条件をすべて満たしていること 

① 日本国内に本社、支社または営業所を有する法人であること 

② 応募時点で、石川県競争入札参加者資格の資格を有する者であること 

③ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること 

④ 石川県から競争入札の指名停止または見積合わせへの参加排除を受けて、参

加申込書及び企画提案書受付期間において、指名停止または参加排除期間中

にある者でないこと 

⑤ 参加申込書及び企画提案書受付期間において、会社更生法（平成14年法律第

154 号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成11

年法律第225号）第21条の規定に基づく民事再生手続開始の申立て又は破産法

（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者

であること（ただし、会社更生法に基づく更正手続開始、又は民事再生法に

基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていないもの

とみなす） 

⑥ 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること 

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下、
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同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成 23法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

である者 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与し

ている者 

  ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者 

⑦ 石川県の納税義務を有する者にあっては、当該県税全般について、未納がな 

い者であること 

 

４ 業務の実施方法 

業務実施にあたっては、業務委託仕様書に基づいて行うこととするが、より効果的

に実施するための企画提案を行うこと。 

 

５ 質問の受付及び回答 

実施要領及び仕様書に関する質問がある場合は、次により提出すること。 

（１）提出期限 

令和６年７月１０日（水）正午必着 

（２）提出方法 

質問票【様式１】を電子メールにより提出し、送付後必ず電話で着信確認を行 

うこと。件名は、「伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託募集への質問」とす

ること。 

（３）提出先 

〒９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

石川県庁行政庁舎１２階 

   石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室 

電話番号：０７６－２２５－１５２６ 

メールアドレス：densan@pref.ishikawa.lg.jp 

（４）質問の回答 

電子メール 

なお、実施要領及び仕様書等の補足事項として、周知の必要があると認められ 

る場合は、公募型プロポーザル参加申込書提出者に周知する。 

（５）留意事項 



3 

 

企画提案書の審査に係る質問、電話での質問は受け付けない。 

 

６ 参加申込書の提出等 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次のとおり参加申込書を提出すること｡ 

（１）提出期限  

令和６年７月１７日（水）午後５時必着 

（２）提出書類及び部数 

   ① 参加申込書【様式２】〈１部〉 

  ② 誓約書【様式３】〈１部〉 

   ③ 事業者概要書【様式４】〈５部〉 

   ※直近３カ年（令和２～４年度）の決算書、定款、役員名簿、パンフレット等

も各１部提出すること。 

④ 石川県が発行する納税証明書（写し可）〈１部〉 

   ※石川県の県税の納税義務を有する者のみ提出すること。 

   ※提出日の３か月以内に発行されたものを提出すること。 

（３）提出方法  

      持参又は郵送 

   ※提出書類を郵送する場合、担当者に事前に電話連絡の上、記録が残る方法に

より提出期限までに必着させること。なお、封筒に「伝統工芸産業の海外展

開推進支援業務委託関係書類在中」と朱書きすること。 

（４）提出先 

上記５（３）に同じ。 

なお、持参の場合の受付時間は、土・日曜日及び祝日を除く、平日の午前９時 

から午後５時迄とする。 

（５）参加の辞退 

参加申込書【様式２】を提出したにもかかわらず、事情等により参加を辞退す

る場合は、速やかに参加辞退届【様式５】を提出すること。 

 

７ 企画提案書の提出 

（１）提出期限  

令和６年７月２２日（月）午後５時必着 

（２）提出書類及び部数 

  ① 企画提案書〈正本１部、副本９部〉 

   ※企画提案書は、Ａ４又はＡ３横、横書き、左綴じとし、表紙に「伝統工芸産

業の海外展開推進支援業務委託提案書」と記載すること。正本は余白に会社

名を表示し、副本には企画提案書内に会社名を表示しないこと。 

  ② 見積書（様式任意）〈１部〉 

※留意事項 
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・ 宛先は「石川県知事 馳 浩」とし、一式計上ではなく、第三者により客観

的な判断が可能な積み上げ方式とすること。（各項目の時間、単価が判断で

きる内容とする） 

・ 見積金額の表示は、税抜き金額、消費税及び地方消費税、合計金額を明記

すること。 

・ 見積額が２（５）委託費用を上回った場合は、審査の対象としない。 

（３）提出方法  

持参又は郵送 

※提出書類を郵送する場合、担当者に事前に電話連絡の上、記録が残る方法に

より提出期限までに必着させること。なお、封筒に「伝統工芸産業の海外展

開推進支援業務委託関係書類在中」と朱書きすること。 

（４）提出先 

上記５（３）に同じ。 

なお、持参の場合の受付時間は、土・日曜日及び祝日を除く、平日の午前９時 

から午後５時迄とする。 

（５）留意事項 

・ 提出できる企画提案書は１案とする。 

・ 提出期限までに提出しない者は辞退したものとみなす。 

・ 一度提出した企画提案書等はこれを書き換え､引き換え又は撤回すること

はできない｡ 

・ 企画提案書の記載が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が

負うこととする。 

・ 提出された企画提案書は、審査に必要な範囲において複製する。 

 

８ 審査方法 

（１）選定基準 

県が別途定める審査委員会において、別紙「企画提案審査採点表」の審査項目

に従って、提出された企画提案書等について評価を行い、委託業者１者を選定す

る。 

（２）その他 

①本企画提案の応募に係る経費はすべて提案者の負担とする。 

②提出された書類は返却しないものとする。 

③審査結果は速やかに全参加者に通知する。 

 

９ 委託契約の締結について 

（１）選定された業者との間で、別添の業務委託仕様書に記した業務を一括して委託

するための委託契約を締結する。委託料及び契約の詳細については、業務委託仕
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様書に定めるもののほか、別途協議して決定する。 

（２）本事業に関する重要な事項については、その都度、県の指示に従い、業務を遂

行するものとする。 

 

１０ 問い合わせ先 

石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室 担当：稲尾・柿崎 

電話番号：０７６－２２５－１５２６ 

メールアドレス：densan@pref.ishikawa.lg.jp 

〒９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石川県庁行政庁舎１２階 

  

mailto:densan@pref.ishikawa.lg.jp
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【様式１】 

伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託【質問票】 

 

令和  年  月  日 

質 問 票 

１ 質問者          

  事業者(共同企業体)名：                           

  担 当 者 職 ・ 氏 名 ：                           

  電  話  番  号 ：                           

  Ｆ  Ａ  Ｘ  番  号 ：                           

  Ｅ  －  ｍ ａ ｉ ｌ ：                           

 

２ 質問事項 

項 目   

内 容   

項 目   

内 容   

項 目   

内 容   

※送付先  石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石川県行政庁舎12階 

TEL 076-225-1526（直通） 

              メールアドレス：densan@pref.ishikawa.lg.jp 

 

 

  

mailto:densan@pref.ishikawa.lg.jp
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【様式２】 

伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託 

【公募型プロポーザル参加申込書】 

 

令和  年  月  日 

 

石川県知事  馳  浩  様 

 

 伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領及

び仕様書の内容を了解し、募集に参加したいので関係書類を添えて申し込みます。 

１ 単独企業の場合    

 事業者名   

 代表者職氏名   

 所在地   
     

２ 共同企業体の場合（記入欄が不足した場合は記入欄を追加し、全ての共同企業体 

構成企業について記載してください。） 

 共同企業体名   

 代表構成員名   

 代表者職氏名   

 所在地   
     
 構成員名   
 代表者職氏名   

 所在地   
     
 構成員名   
 代表者職氏名   

 所在地   
     

３ 担当者連絡先    

 事業者名   部署名   
 役職名   氏名   
 郵便番号   所在地   
 電話番号   ＦＡＸ番号   
 メールアドレス   
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【様式３】 

誓  約  書 
令和  年  月  日 

石川県知事 

  馳  浩  様 
 

                    事 業 者 名：                

                       所  在  地：              

                       代表者職氏名：                          
  

 以下の資格要件は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

・ 地方自治法施行令（昭和22 年政令第16号）第167 条の４の規定に該当しない

者であること 

・ 石川県から競争入札の指名停止または見積合わせへの参加排除を受けて、参加申

込書及び企画提案書受付期間において、指名停止または参加排除期間中にある者で

ないこと 

・ 参加申込書及び企画提案書受付期間において、会社更生法(平成14年法律第154

号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律

第225号）第21条の規定に基づく民事再生手続開始の申立て又は破産法（平成16

年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること 

ただし、会社更生法に基づく更正手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続

開始の決定を受けている者は、申立てがなされていないものとみなす 

・ 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下、

同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成 23 法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与

している者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 

  者 
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【様式４】 

伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託 

【事業者概要書】（共同企業体の場合は構成員ごとに記載） 

 

商号又は名称  

代表者職氏名  

所在地 

本社 
住所 

電話番号 

(県内支社等) 
住所 

電話番号 

設立年月日 
本社         年   月   日 

(県内支社等)         年   月   日 

資本金  

売上高 

（会計年度） 

令和２年度  

令和３年度  

令和４年度  

従業員数 
本社                              人 

(県内支社等)                人 

事業内容  

窓口担当者 

所属  

職・氏名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 ※留意事項 直近３カ年（R2～4年度）の決算書を提出すること。 

       定款、役員名簿、パンフレット等も提出すること。 

 

総括責任者及び業務担当者（共同企業体の場合は、１種類で提出） 

◆総括責任者 

氏名 事業者名・役職 主な業務内容 

   

 

◆業務担当者（主な担当者を全て記載） 

氏名 事業者名・役職 主な業務内容 
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  【様式５】 
伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託 
【公募型プロポーザル参加辞退届】 

 

令和  年  月  日 

 

石川県知事 

   馳  浩  様 

 

 

                    事 業 者 名：                

                       所  在  地：              

                       代表者職氏名：              

  

 伝統工芸産業の海外展開推進支援業務委託に係る公募型プロポーザルに参加申し

込みをしましたが、都合により辞退します。 

 

 

 

担当者連絡先 

職・氏名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

 

※送付先   石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石川県行政庁舎12階 

TEL 076-225-1526（直通） 

メールアドレス：densan@pref.ishikawa.lg.jp 

 


